
【注意！】
住宅（人の居住を用途とする建築物のこと）に当たらない部分の工事や電化製品の取付けなど、次に例示す

るものは助成対象外となります。
①土地購入費用 ②広告看板などの設置費用 ③工事用機械、工具、電化製品等の購入にかかる費用
④駐車場やカーポートなどの設置、修繕または補修に関する工事
⑤門扉、フェンス、塀、アプローチ、植栽などの外構部分に関する工事
※①～⑤以外で、助成対象とするに適さない工事も対象外となる場合があります。
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募集から事業完了までの流れ

（注１）リフォーム工事着手は、市への交付申請の手続きや審査期間が必要なため、早くても2026年6月10日以降に
なります。

（注２）工事代金の支払いや市への実績報告までを含んで、2027年1月29日までに事業完了する必要があります。

募集数・募集期間等

詳しくは、明石市ホームページでご確認ください
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明石市商工政策課
明石市中崎１－５－１ 本庁舎５階
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